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中井町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

議会議員の期末手当について、支給割合を 0.05 月引き上げ、給料月

数の 4.15 月分とするものです。 

 

中井町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例 

常勤特別職の期末手当について、支給割合を 0.05 月引き上げ、給料

月数の 4.15 月分とするものです。 

 

中井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

職員の給与改定を人事院勧告に準じて、次のとおり実施するもので

す。 

⑴ 給料月額 若年層に重点を置き、給料表の水準を 2.5%引き上げ

る。 

⑵ 期末手当及び勤勉手当の支給割合を 0.05 月分引き上げる。 

(期末・勤勉手当の年間支給月数 4.5 月分→4.6 月分) 

 

中井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

会計年度任用職員の給与について、基礎となる常勤職員の給与改定を

踏まえ、所要の改正を行うものです。 

 

令和６年度中井町一般会計補正予算（第９号） 

歳出の主な内容 

・議員人件費             193 千円 

・職員人件費            5,943 千円 

・会計年度任用職員人件費      40,582 千円 

・特別会計繰出金（国保、介護）   △826 千円 

歳入の主な内容 

・前年度繰越金          45,519 千円 

既決予算額  4,784,615 千円 

補正予算額    45,892 千円 

予算総額    4,830,507 千円 

 

令和６年度中井町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
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原案可決 

 歳出の主な内容 

・職員人件費                         675 千円 

歳入の主な内容 

・一般会計繰入金                     675 千円 
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既決予算額  1,086,485 千円 

補正予算額        675 千円 

予算総額    1,087,160 千円 

 

令和６年度中井町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

歳出の主な内容 

・職員人件費                      △1,501 千円                          

歳入の主な内容 

・一般会計繰入金                  △1,501 千円 

既決予算額    965,820 千円 

補正予算額    △1,501 千円 

予算総額      964,319 千円 

 

令和６年度中井町下水道事業会計補正予算（第１号） 

歳出の主な内容 

・下水道事業費用(職員人件費)       6,635 千円 

[収益的支出] 

既決予算額    499,412 千円 

補正予算額     6,635 千円 

予算総額      506,047 千円 

 

令和６年度中井町水道事業会計補正予算（第２号） 

歳出の主な内容 

・水道事業費用(職員人件費)        △8,299 千円 

[収益的支出] 

既決予算額    315,453 千円 

補正予算額    △8,299 千円 

予算総額      307,154 千円 
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